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１．はじめに 

審判手続のルールを順守しない briefs や answersが審判手続を著しく遅延させる原因になっています（2011年 12月の時点で、

出願から審決までに要する平均月数は、81.2 ヵ月*
1）。 

 

審判手続を簡素化して効率化するために、2010年 11月 15日に、USPTOは 2008 Final Rule を廃止し、提案に対するコメント

を広く一般に募集する旨の Notice*
2
 を発表、広く一般にコメントを求めていました（提出期限は、2011年 1月 14日）。 

 

その後、USPTOは、2011年 11月 22日に、査定系審判手続に係る改正ルールを官報に掲載し、このたび、2012年 01月 23日

に新ルールが施行されました*
3。以下に留意すべき改正点について簡単に説明します。 

 

【全４頁】 

 

 

                                                   

*1 LINK: http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml 

*2 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-11-15/pdf/2010-28493.pdf 

*3 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-22/pdf/2011-29446.pdf 

米国査定系審判手続の改正ルールの施行 
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